
　物価高騰の影響を受けている生活者や事業者を支援するため、『阿久比町生活応援クーポン券』（500円券を
6枚つづり）を配布します。
　クーポン券の利用で、より大きな経済効果を得るためには町内事業者の皆さんの協力が必要です。取扱店舗
の登録をお願いします。

① 期　限　利用期間内であればいつでも登録可能。
※ 7月28日（月）までに登録すると各世帯へ送付するチラシ（取扱店舗一覧）に掲載できます。

② 要　件　町内で一般消費者を対象とした小売業・飲食業・サービス業などを営んでいること。
③ 登録手数料　商工会会員　無料　／　商工会非会員　4,000円
④ 換金期間　11月4日（火）～ 令和8年2月27日（金）

※ 指定口座への振り込みです。
⑤ 応募方法　ホームページから必要書類をダウンロードし、提出してください。
■応募・問い合わせ先　阿久比町商工会　☎（48）7085
　　　　　　　　　　　産業観光課商工観光係（※ 換金について）　☎（48）1111
※ 詳しくは、商工会ホームページをご覧ください。

　「阿久比町空家等対策計画」の改定を令和８年度に予定しています。今後の空家等対策の基礎資料とするため、
町内全域の空家等実態調査および空家等の所有者などに対する管理状況や利活用などの意向に関するアンケート
を行います。ご理解とご協力をお願いします。

　 空家等実態調査
調査員（町から委託した事業者）が町内を巡回し、空き家と思われる住宅・店舗などの調査をします。
① 期　間　７月下旬～８月下旬（予定）
② 地　域　町内全域
③ 方　法　敷地外からの外観目視により、管理状況などの調査や写真撮影を行います。
※ 調査員は、身分証を携帯しています。タブレット端末を使用して調査を行います。

　 意向などに関するアンケート
空家等実態調査が終了した後、郵送でアンケート調査を行います。住宅・店舗などの使用状況や管理状況、利活
用の意向などを聞いて、今後の施策検討に役立てていきます。
① 期　間　１１月下旬～令和８年１月下旬（予定）
② 方　法　「空家等実態調査」の結果により、建物所有者などに調査票を郵送します。

同封の返信用封筒で返送してください。
※ 建物所有者などにつきましては、「空家等対策の推進に関する特別措置法第１０条第１項」の規定
に基づき、不動産登記簿や固定資産税台帳などを調査します。

■問い合わせ先　まちづくり推進課建築公園係　☎（48）1111（内１２１３）

○ 配布内容　1冊3,000円（500円券×6枚つづり）
○ 配布期間　10月頃（世帯主宛てに郵送します）
○ 利用期間　11月1日（土）～ 令和8年2月15日（日）
※ 詳細は、広報あぐい9月15日号でお知らせします。
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▲商工会ホームページ

空家等実態調査 および 意向 などに関する
アンケート調査

COUPON

『 阿久比町生活応援クーポン券 』取扱店舗を募集募集募集

『阿久比町生活応援クーポン券』について

などの購入費の一部を助成農業用資材農業用資材農業用資材

などの購入費の一部を助成配合飼料配合飼料配合飼料

　農業者や農業法人を対象に、補助金を交付します。
■対　象
　▽令和７年４月１日時点で、町内に住所を有する農業者と町内に所在地を有する農業法人
　▽令和６年分の農業収入として、農畜産物販売金額が５０万円以上の方
■要　件
　▽農業を営み、令和８年度以降も事業継続する意思があること。
　▽町税を滞納していないこと。　など
■補助金額・対象経費
▽上限５万円（令和７年１月１日～令和７年１２月３１日の農業用資材などを購入した費用に対し、
２分の１に相当する額の範囲内）

■注意事項
▽補助金の交付は、対象者につき１回まで。
▽肥料や配合飼料、粗飼料、園芸用施設の加温設備の運転に要する重油および灯油などは対象
となりません。

※ 詳しくは町ホームページをご覧ください。
■申請期限　令和８年１月３０日（金）予算がなくなり次第終了（先着順）

○ 対象となる農業用資材など
・段ボール箱、出荷用ネット、花き用鉢
・包装フィルムや米殻用紙袋など
・寒冷紗（かんれいしゃ）や防虫ネットなどの被覆資材、農業用マルチシート、農薬など

　畜産農業を営む農業者や農業法人を対象に、補助金を交付します。
■対　象
▽令和７年４月１日時点で、町内に住所を有する農業者と町内に所在地を有する農業法人
■要　件
▽乳用牛か肉用牛、または採卵鶏を飼育する畜産農業を営み、令和８年度以降も事業継続する
意思があること。

　▽町税を滞納していないこと。　など
■補助金額・対象経費
▽上限５０万円（令和７年１月１日～令和７年１２月３１日の配合飼料などの経費の一部に対し、
１０分の１に相当する額の範囲内）

■注意事項
▽補助金の交付は、対象者につき１回まで。
※ 詳しくは町ホームページをご覧ください。
■申請期限　令和８年１月３０日（金）予算がなくなり次第終了（先着順）

■申し込み・問い合わせ先　産業観光課農業振興係 　☎（48）1111（内1223）

○ 対象となる配合飼料など
・家畜に給与される配合飼料
・配合飼料の主な原料となるトウモロコシ、マイロ、大麦、小麦など
・乾牧草、稲わら類などの粗飼料

▲町ホームページ

▲町ホームページ

広報あぐい　2025.7.15
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